
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月８日、原発事故で福島から避難し東京・江東区の国家公務員宿舎に住んでいる避難者宅にいきな

り、東京地方裁判所の執行官６名が訪れ、「福島県が明渡しの強制執行の申立をしたから、（あなたは）

１カ月以内に荷物をまとめて出ていくように。さもなければ強制執行する」と宣告していきました。 
 

避難者は福島県から東京に母子避難した世帯ですが、福島県が２０１７年３月に住宅無償提供を打

ち切った後も行き場を失って住み続けざるを得ない方です。２０２０年に福島県は追い出し裁判を起

こし、現在は最高裁に上告手続き中です。その最中の出来事でした。 

避難者は非正規で働いており、「公営住宅（有償）なら何とか生活していける」と都営住宅入居を求

めてきましたが、福島県は無理な民間賃貸住宅転居を押し付けるだけでした。 
 

原発避難者は日本政府も認めた国際人権法上の「国内避難民」であり、居住権を有しています。一昨

年秋、国連人権理事会から派遣され来日した特別報告者のダマリー氏は、この提訴を「賛成できない。

避難者への人権侵害になりかねない」と異例のコメントを発し警鐘を鳴らしました。 
 

国際人権法は「国内避難民」に明け渡しを求めるためには「代替措置の誠実な提供」を条件にしてい

ます。この国際標準に従って、福島県は、今すぐ強制執行の申立を取り下げて、自主避難者家族の現状

を真摯にヒアリングして、どうしたら「代替措置の誠実な提供」が可能かを具体的に誠実に検討すべき

です。皆さんの力で、“ストップ強制執行”の声を広めてください。 
                         

                         ２０２４年３月１５日    

                         住宅追い出し訴訟弁護団 

                         原発避難者の住宅追い出しを許さない会 

                         連絡先：小川 masa2616@jcom.zaq.ne.jp 

  

 

 

 

 

福島県による避難者
に対する強制退去の
執行停止を求める 
インターネット署名 
お願いします。 

 

 

 

 

原発避難者の住宅追い出しを許さない会 2024.3.15 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ；ttps://masa2616.wixsite.com/website 

緊急カンパのお願い 
 

福島県の「住宅追い出し」強制執行に対抗する

ため、「執行停止」の申立てを行います。 

これには保証金が必要になります。４月８日が

執行予定日です。皆さまのご協力を是非ともお願

い致します。 

振込先：原発避難者の住宅追い出しを許さない会 

振込口座：ゆうちょ銀行 11440-2577971 

郵便振替口座番号：00230-8-110127      

 

 

 

 

 

署名のＱＲコード 

 

可能な方は下記へも要請お願いします 

福島県庁知事公室秘書課 TEL:024-521-7009 

（内堀雅雄知事あて）    FAX:024-521-7900 
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